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 事業の目的・概要

〇 当支部において2017～2018年度に実施した調査研究事業において、同一薬局に処

方箋を集約している状況下でも、同一薬効の医薬品を重複して受けている者が一定程

度存在し、重複服薬による薬物有害事象の発生および残薬等の問題が示唆された。

〇 このため、医薬品適正使用促進を図る取り組みの一環として、福岡県薬剤師会との連

携のもと、県内の保険薬局へ重複調剤に関する情報提供を実施するもの。

〇 同一成分・同種同効の医薬品を、同一保険薬局から重複して受けている者について、

当該保険薬局へ情報提供（通知）を実施する。

〇薬局薬剤師による服薬状況の確認を促すことで、重複服薬による有害事象発生の抑制

及び医療費の適正化を図る。

② 事業の概要
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 事業対象者

〇 2021年6月−8月までの調剤レセプトにおいて、重複処方（調剤）対象者（※）

がいた福岡県内の調剤薬局

397薬局（県内薬局の約14％）

≪重複処方（調剤）対象者（※） 515名≫

※重複処方（調剤）対象者の基準

●同一薬局において、同月内で、処方日数が14日以上であり、

●同一成分または同種同効の医薬品が重複して調剤されている（異なる医療機関からの処方のみ）

 送付物

（１）送付書

（２）調剤薬歴リスト及び対応結果アンケート

（３）薬局基本情報等アンケート

（４）返信用封筒

② 事業の概要
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 事業実施内容（薬局への依頼事項等）

〇 薬局への依頼事項等

● 調剤薬歴リストの内容確認とともに、当該対象者（患者）が来局した際の処方状

況等に関する確認・対応等、その際の対応等に関する回答

● 薬局基本情報等に関するアンケートの回答

〇 送付時期及び評価方法等

● 令和4年3月30日（水）発送

● 対象者の通知送付前・後の医薬品の処方（調剤）状況の変化についてレセプトを

活用して効果検証を実施

＜送付前＞

抽出時点（令和3年6月～8月）及び送付直前（令和4年1月～3月）

＜送付後＞

通知送付直後（令和4年4月～6月）

② 事業の概要
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 通知内容（送付書、調剤薬歴リスト、対応結果アンケート）

各薬局へ送付した「調剤薬歴リスト」については、対象者への対応結果についてご記入いただ
き、返信を依頼した。

② 事業の概要
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 アウトプット評価

○ 保険薬局への情報提供（通知）

福岡県内の調剤薬局 397薬局

○ 対象者リスト（回答票）及びアンケート調査

福岡県薬剤師会からの会員薬局への周知等もあり、回答率はかなり高い結果となった。

回答率：65.7％（261／397件回答）

※対象者数としては、全体の61.4％（316／515名）



③ 事業の評価
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 アウトカム評価（レセプトによる検証）

○本通知の対象者(515人)のうち、令和3年6月～8月（抽出時点）及び令和4年1月

～3月（通知直前）の期間に、薬剤の重複(同一成分・同種同効)があった者（84人）

について、令和4年4月～6月（通知送付後）の改善状況を確認した。

○引き続き薬剤の重複があった84人のうち、通知送付後、30人（35.7％）が改善した。

重複状況の変化
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 アウトカム評価（レセプトによる検証）

○対象者（84人）について、通知前の薬剤費合計（3か月）と、通知後の薬剤費合計

（3か月）について比較検証したところ、約2,285千円減少しており、医療費適正化につ

ながったと思われる。
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 アウトカム評価（レセプトによる検証）

○重複対象者の変化（改善状況）について、「同一成分」と「同種同効」で比較検証したと

ころ、「同一成分」の改善率（63.2％）が「同種同効」の改善率（27.1％）を大きく上

回った。

84

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

（人）

通知前 通知後

-30人
(-35.7%)

重複対象者数の変化

重複(同一成分)対象者

19

7

0

5

10

15

20 （人）

通知前 通知後

-12
(-63.2%)

重複(同種同効)対象者

70
51

0

20

40

60

80

通知後通知前

（人）

-19
(-27.1%)

※対象は重複している。＜同一成分と同種同効での薬剤重複の内訳＞

2021(令和3)年6月～8月
2022(令和4)年1月～3月

2022(令和4)年4月～6月



③ 事業の評価

10

 アウトカム評価

○まとめ

●本事業（保険薬局への情報提供（通知））の実施により、薬剤の重複（同一成分

・同種同効）の改善、医療費の適正化等、一定の効果があったものと思われる。

●また、アンケートの中で、約78％の薬局が本事業を肯定的にとらえており、定期的情報提

供による医薬品適正使用を促すためのビジランス（監視）として、一定の意義があることも

示唆された。

●一方で、効果検証時においては、重複が発生していない（改善している）者が約84％

（422/515人）となっており、抽出時点においてたまたま重複が発生していた、または薬局に

おける服薬管理指導等が適切に行われたことによるものと思われ、対象者の抽出方法につい

て課題があると思われる。

●また、本事業は同一薬局における調剤履歴のみの情報提供に限られるため、他薬局間で

発生している重複については情報連携できていないという課題もある。

●このため、他薬局間で発生している重複についても情報連携できる方法、例えば対象者

個人に対して通知の上、薬局等へ相談いただく方法などの検討の必要性が示唆された。


